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　令和6年6月21日に閣議決定された「経済
財政運営と改革の基本方針2024 ～賃上げと
投資がけん引する成長型経済の実現～」（骨
太方針2024）では、「有価証券報告書の株主
総会前の開示に向けた環境整備等のコーポ
レートガバナンス改革の実質化等を推進す
る」旨が明記された。これを受け、金融庁は、
令和6年12月に「有価証券報告書の定時株
主総会前の開示に向けた環境整備に関する連
絡協議会」を設置し、総会前開示に係る必要
な環境整備について検討を行っており、今回
の上場企業に対する加藤金融担当大臣の要請
につながった。
　日本は、有価証券報告書が総会後に開示さ

れる唯一の市場であり、企業と投資家の間の
情報に基づいた対話の妨げになっているなど
の指摘を踏まえ、連絡協議会では、有価証券
報告書の開示時期は総会の3週間以上前（招
集通知と同時期）が望ましいとした上で、そ
の取組みの第一歩として、数日前であっても
総会前開示を行うことを要請していくことが
考えられるとの方策を提案した。現状でも総
会の当日又は翌日には有価証券報告書を開示
していることから（図表1参照）、数日前から
1週間前であれば現状でも不可能ではないと
の判断だ。
総会前開示の実現方法を提案
　ただし、現行の実務では総会の3週間前の

　加藤勝信金融担当大臣は3月28日、すべての上場企業に対し、株主総会前に有価証券報告
書を開示することを要請した。有価証券報告書の提出は、本来であれば総会の3週間以上前
に行うことが最も望ましいとしたが、実務上の課題もあることから、まずは総会の前日又は
数日前に提出することを求めた。現状、総会前に有価証券報告書を開示している上場企業は
57社にすぎず、そのほとんどが総会当日又は翌日となっている。
　金融庁では、2025年3月期以降の有価証券報告書の提出状況について実態把握を行うこと
としており、有価証券報告書レビューの重点テーマ審査において総会前の提出を行わなかっ
た場合の今後の予定等について調査を行うとしている。

有価証券報告書の開示は総会前3週間前が望ましい

【図表1】有価証券報告書の提出状況（2023年４月期～2024年３月期決算）　	 金融庁調べ

総会同日 総会＋1日 総会＋2日 総会＋3日 母数
会社数 1,750 1,571 104 297 3,900
累計比率 45％ 85％ 88％ 95％ ―

※株主総会前に有価証券報告書を提出している会社は57社（1.5%）

金融担当大臣が全上場企業に
株主総会前の有報開示を要請

まずは総会の前日又は数日前の提出を
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